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令
和
５
年
第
２
回
那
須
町
議
会
定
例

会
が
、
３
月
８
日
か
ら
23
日
ま
で
の
16

日
間
開
催
さ
れ
、
令
和
５
年
度
当
初
予

算
な
ど
36
議
案
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

主
な
議
案
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
令
和
５
年
度
当
初
予
算
】

令
和
５
年
度
当
初
予
算
の
概
要
は
、

４
頁
か
ら
７
頁
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

【
令
和
４
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
】

歳
入
は
、
臨
時
経
済
対
策
費
と
し
て

追
加
交
付
さ
れ
た
普
通
交
付
税
や
、
ふ

る
さ
と
那
須
町
応
援
寄
附
金
の
見
込
額

を
増
額
す
る
ほ
か
、
基
金
繰
入
金
お
よ

び
町
債
を
そ
れ
ぞ
れ
減
額
し
ま
し
た
。

歳
出
は
、
追
加
交
付
さ
れ
た
普
通
交

付
税
分
の
財
政
調
整
基
金
積
立
金
お
よ

び
増
額
が
見
込
ま
れ
る
ふ
る
さ
と
那
須

町
応
援
寄
附
金
の
積
立
金
を
計
上
す
る

ほ
か
、
障
害
者
自
立
支
援
費
の
増
額
見

込
額
を
計
上
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
に
合
わ
せ
、
確
定
ま
た
は
見

込
額
等
に
よ
り
精
査
を
行
っ
た
結
果
、

一
般
会
計
の
総
額
は
、
３
億
２
０
０
万

円
が
増
額
さ
れ
、
１
４
５
億
１
，
０
２

０
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

【
那
須
町
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
施
行
条
例
の
制
定
】

令
和
５
年
４
月
か
ら
個
人
情
報
保
護

制
度
が
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
に
統
一
化
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
統

一
後
の
保
護
制
度
を
運
用
す
る
た
め
に

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
で
す
。

高
内
章
氏
が
、
３
月
31
日
の
任
期
満

了
を
も
っ
て
副
町
長
の
職
を
退
任
さ
れ

ま
し
た
。

高
内
氏
は
、
昭
和
51
年
４
月
に
那
須

町
役
場
に
入
庁
し
、
環
境
課
長
、
農
林

振
興
課
長
、
観
光
商
工
課
長
を
歴
任
。

平
成
31
年
３
月
議
会
定
例
会
で
選
任
同

意
の
可
決
を
得
て
、
１
期
４
年
間
に
わ

た
っ
て
副
町
長
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。

長
き
に
わ
た
り
、
町
政
発
展
に
ご
尽

力
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

４
月
１
日
付
け
で
、
平
山
浩
之
氏
が

副
町
長
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。 

平
山
副
町
長
は
、
昭
和
61
年
４
月
に

栃
木
県
庁
に
入
庁
し
、
県
土
整
備
部
参

事
兼
大
田
原
土
木
事
務
所
長
、
企
業
局

次
長
兼
経
営
企
画
課
長
を
歴
任
さ
れ
、

令
和
５
年
３
月
の
定
年
退
職
ま
で
、
長

き
に
わ
た
り
県
政
運
営
に
携
わ
っ
て
こ

ら
れ
ま
し
た
。

３
月
23
日
、
議
会
定
例
会
に
副
町
長

を
選
任
す
る
人
事
案
が
町
長
か
ら
提
出

さ
れ
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

副
町
長
の
任
期
は
４
年
間
で
す
。

【
那
須
町
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例
の

制
定
】

犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
に
基
づ
き
、

本
町
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援

に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
町
、
町

民
お
よ
び
事
業
者
の
責
務
を
明
ら
か
に

す
る
と
と
も
に
、
支
援
に
必
要
な
施
策

を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
で
す
。

【
那
須
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
】

国
民
健
康
保
険
税
の
基
礎
課
税
分
・

後
期
高
齢
支
援
分
の
賦
課
限
度
額
を
引

き
上
げ
、
現
行
の
99
万
円
か
ら
１
０
２

万
円
と
し
、
税
率
等
を
、
県
が
示
す
標

準
保
険
税
率
に
合
わ
せ
改
正
す
る
も
の

で
す
。
ま
た
、
均
等
割
額
の
変
更
に
伴

い
、
軽
減
額
を
改
正
し
ま
し
た
。

【
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
】

出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
額
を
現
行

の
40
万
８
千
円
か
ら
48
万
８
千
円
に
改

正
す
る
も
の
で
す
。

【
監
査
委
員
の
選
任
】

議
会
議
員
か
ら
選
任
す
る
監
査
委
員

と
し
て
、
薄
井
博
光
氏
（
二
枚
橋
）
が

選
任
さ
れ
ま
し
た
。

３
月
議
会
定
例
会
〜
令
和
５
年
度
一
般
会
計
予
算
な
ど
36
議
案
を
可
決
〜

タ
ウ
ン
ト
ピ
ッ
ク
ス

子
育
て
・

ほ
け
ん
だ
よ
り

生
涯
学
習
だ
よ
り

図
書
館
だ
よ
り

タ
ウ
ンin

fo
rm
atio
n

カ
メ
ラ
ス
ケ
ッ
チ

み
ん
な
の
広
場

カ
レ
ン
ダ
ー

G
W
業
務
日
程

無
料
相
談
会
・

消
費
の
豆
知
識

高内章氏が
副町長を退任
高内章氏が
副町長を退任
高内章氏が
副町長を退任

副町長に
平山浩之氏が就任

副町長に
平山浩之氏が就任

副町長に
平山浩之氏が就任


